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　我孫子市文化財保存活用地域計画の実行内容と年次計画について、①我孫子遺産を保存・

活用する仕組み作り、②「ものがたり」を通じて我孫子遺産を活用する取り組み、③我孫

子遺産と「ものがたり」を周知し情報発信する取り組み、に分けて記す。

　なお、事業の実施に当たっては、市費・県費・国費（文化芸術振興費補助金、地方創生

推進交付金）等を利用する。

　また、クラウドファンディング等も活用すべく市民に対し積極的に働きかけていく。

我孫子遺産を保存・活用する仕組み作り

　我孫子遺産を調査研究し、市民や庁内等と連携して保存・活用する仕組み作りについて

記す。

（１）調査・研究・指定への取り組み
　市内には多数の我孫子遺産があるが、昭和後期から平成前期にかけての大規模な市史編

さん事業に伴う調査以降、継続調査が行えておらず、現状について把握できていない。こ

れは専門的知識を持った人材が少ないことが理由の 1つである。調査に必要な専門職員

を配置することで、我孫子遺産の現状を把握し、積極的に我孫子市指定文化財へとつなげ

ていく。現況や修復状態などを記載する「我孫子遺産管理カルテ」を作成し、活用していく。

　また、少子高齢化による後継者不足により、資料の継承・保存が危惧されることから、

市内旧家の調査を行うほか、文化財登録制度の周知を行い資料の保存に取り組む。

１

第４章　我孫子市文化財保存活用地域計画の
	 	 	 	 	 	 	 	 実行内容と年次計画

事業概要 事業の内容
取り組み

主体

取り組み

への協力

事業計画期間

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目

新たな資料の調査・
整理

未調査の我孫子遺産を調査・整
理する

行政 専門家

報告書の刊行
調査・研究した成果を報告書と
して刊行する

行政 専門家

我孫子遺産管理カル
テの作成

我孫子遺産を把握するために個
別の管理カルテを作成し、修復・
モニタリングの際等に活用する

行政
市民

専門家

我孫子遺産の指定化
への取り組み

調査中の我孫子遺産について、
積極的に詳細調査を行う

行政
市民

専門家

埋蔵文化財の指定化
への取り組み

下ヶ戸貝塚出土遺物、水神山古
墳副葬品などの詳細調査を行う

行政
市民

専門家
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（２）防災・防犯体制の整備
　災害が発生した際に対応できるよう、個別施設及び市全域の我孫子遺産に関する防災計

画を作成しておく必要がある。また、我孫子遺産のリストを作成し、消防署や警察署と情

報共有を行う。近隣住民や自治会には「我孫子遺産防災・防犯サポーター」として災害等

が発生した際の被害状況の報告や、定期的な巡回などを行える体制づくりをめざす。その

ため日頃から防災訓練等を通じ、連携を図っておく。

（３）地域住民との協働・連携
　新たな我孫子遺産やものがたりの発見に向けた地域住民参加型のワークショップ等を行い、

市民の関心・理解を深める。また、子どもから大人まで楽しめる我孫子遺産の紹介冊子作成や

イベントを行い市民の関心を高め、積極的に我孫子遺産と関わりを持ってもらえるようにする。

事業概要 事業の内容
取り組み

主体

取り組み

への協力

事業計画期間

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目

防災体制の整備

災害発生時に対応できるよう、市
指定文化財（建造物）や展示施設
で消防計画を作成するとともに、
定期的に防災訓練を行う。民間所
有の市指定文化財についても消
防計画を作成するまた、我孫子遺
産のリストを作成し、消防署や警
察署と情報共有を行う

行政
地域

1

団体
2

専門家

災害時の体制の整備
大規模災害が生じた場合、県内、
近隣県の文化財レスキュー事業
と連携できるよう体制を整える

行政 専門家

防犯体制の整備

盗難等に備え、我孫子遺産管理
カルテに基づき資料のデータ化
を図り、消防署や警察署などと
共有する

行政

市民
地域
企業

専門家

防災・防犯を通した
地域連携

我孫子遺産防災・防犯サポータ
ーを新設し、地域住民や自治会
等に災害発生時の被害報告や盗
難防止のため定期的な見回りを
行う体制づくりをめざす

行政

市民
地域
団体

専門家

我孫子遺産への愛着
強化

講習会等で地区の我孫子遺産の
大切さを地域住民に周知し、「地
域のたからを守る」意識を醸成
する

行政

市民
地域
団体

専門家

1　地域：町内会など自らが住んでいる周辺の市民の集団
2　団体：NPO や市民団体など目的を共有して集まった市民の集団

事業概要 事業の内容
取り組み

主体

取り組み

への協力

事業計画期間

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目

史跡及び美術工芸品
の指定化への取り組
み

嘉納治五郎別荘跡地、布佐気象
送信所跡などの史跡や嘉納治五
郎の書などの美術工芸品の市指
定をすすめる

行政
市民

専門家

市内旧家の調査
市内に残る旧家について、調査
を行う

行政

文化財登録制度の周
知

所有者に制度について説明し、
登録を促進する

行政
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（４）教育現場・庁内他部署との連携
　教育現場とは、学校教育のサポートとして出前授業や資料の貸し出し、学校図書館を

活用した調べ学習のサポートなど、次世代を担う世代の育成に必要な連携を行っていく。

市民図書館や公民館とはイベント・講演会の開催など我孫子遺産の周知や情報共有を積

極的に行っていく。

事業概要 事業の内容
取り組み

主体

取り組み

への協力

事業計画期間

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目

学校を取り巻く環境
の整備

我孫子遺産の資料貸し出し・出
前授業などの授業活用や学校資
料の保存・整理等について学校
と連携していく

行政
地域
団体

専門家

調べ学習のサポート

学校図書館と連携し、郷土資料
コーナーの設置や充実について
検討する。また、我孫子市の歴
史について、子ども用の書籍を
作成する

行政
地域

専門家

教育機関との連携

学生に展示やイベント、商品開
発の協力等を通して我孫子市を
知ってもらい、新しい視点での
情報発信を行う。また、我孫子
遺産の整理・調査の際、協力で
きる体制を構築する

行政 専門家

市民図書館との連携

市内の歴史や我孫子遺産につい
ての情報を提供し、展示・イベ
ントで協働できるよう体制を整
える

行政

公民館との連携
我孫子遺産に関する講演会やイ
ベント等を企画し、連携してい
く

行政

鳥の博物館との連携
展示・イベントやグッズ、広報
活動などでの連携を強化する

行政

収蔵庫の整備
庁内他部署と調整し、公共施設
の空きスペース等を有効活用し、
収蔵場所を整備する

行政

近隣センターとの協
力

散策マップ・チラシの配布や、
トイレ等の休憩時に立ち寄るこ
とができるよう、協力を求めて
いく

行政 地域

事業概要 事業の内容
取り組み

主体

取り組み

への協力

事業計画期間

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目

地域住民の参画

地域住民が主体となり、ワーク
ショップ等を通して新しい我孫
子遺産・ものがたりの掘り起こ
し作業を行う。ボランティアガ
イドの拡充や資料調査ボランテ
ィア制度を整備する　

地域
行政
団体

イベントの企画

白樺文学館や旧村川別荘、杉村
楚人冠記念館、旧井上家住宅な
ど、各施設の特色を活かしたイ
ベントを行う。その際、地域住民・
団体・事業者等と協働・連携す
ることをめざす

行政

市民
地域
団体
企業
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４つの「ものがたり」を通じて我孫子遺産を活用する取り組み

　「水のものがたり」「まちのものがたり」「みちのものがたり」「伝承のものがたり」につ

いて、構成する我孫子遺産の保存整備を進め、活用する方針と取り組みについて記す。活

用に当たっては、個々の我孫子遺産の魅力をアップすること及び、魅力的な回遊ルートの

開発が必要である。

（１）「水のものがたり」
　「水のものがたり」を構成するものとして、手賀沼や利根川、手賀沼干拓を主導した井

上家の旧宅、新田開発を祈願して建立された稲荷神社や水神社、水辺環境と親しむための

施設である鳥の博物館などがある。このうち、重点項目として大型バスが駐車できる駐車

場を完備し、近隣に農産物直売所や手賀沼親水広場「水の館」がある鳥の博物館、この地

区に建設予定の文化交流拠点施設（仮）内に設置が検討されている我孫子遺産展示施設、

鳥の博物館と同様大型バスの駐車が可能で、布佐地区回遊の拠点となる旧井上家住宅につ

いて、施設の修繕や整備などを行う。また、周辺施設と併せて活用を図り、来訪者を増や

す取り組みを進める。

①鳥の博物館
【現状・課題】
　手賀沼の畔に立つ我孫子市鳥の博物館は、日本で唯一の鳥類専門の博物館であり、　様々

な鳥の生態と、人と鳥との密接な関係を通じて、水環境の豊かさが人々に恵みを与えたこ

とを知ることができる施設である。近隣には水環境の保全啓発を目的とした手賀沼親水広

場「水の館」（以下水の館）や手賀沼遊歩道があり、大型バスが置ける駐車場も完備して

いるが、平成2（1990）年の開館以来大規模な施設修繕や展示替えを行っていない。

【活用方針・取り組み】
　展示内容や展示手法も含め、大幅な施設リニューアルを行う必要がある。また、大型駐

車場を備えており、水の館や農産物直売所、手賀沼遊歩道など近隣にある複数施設への散

策の際も拠点とすることができるため、近隣施設への誘導板などを設置する。

２

事業概要 事業の内容
取り組み

主体

取り組み

への協力

事業計画期間

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目

近隣自治体との連携

資料の収集や回遊ルートの開発
などについて、手賀沼・利根川
に隣接する近隣自治体と連携で
きるよう体制を整える

行政
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②我孫子遺産展示施設
【現状・課題】　
　現在、我孫子市には市域全体の歴史や文化を網羅する我孫子遺産の展示施設はない。し

かし、鳥の博物館や水の館がある高野山新田地区は、多目的施設「文化交流拠点施設（仮）」

の整備予定地となっており、この施設内に我孫子遺産展示施設を設けるプランも検討され

ている。

【活用方針・取り組み】
　文化交流拠点施設内に歴史・文化を網羅した博物館・資料館のような展示施設を整備し、

周辺施設と併せて自然と文化について学ぶことができるよう進めていく。

③旧井上家住宅
【現状・課題】
　旧井上家住宅は、手賀沼干拓の功労者である井上家の旧宅で市指定文化財である。格式

ある母屋や土蔵のほか、水塚の上に建つ土蔵など、水の恵みと危機感双方を実感できる施

設であるが、施設の保存整備工事が完了していない。また、来訪者に対しての案内標識や

誘導板等が未整備である。

【活用方針・取り組み】
　旧井上家住宅の保存・活用の基礎となる「旧井上家住宅保存活用計画」の作成や、「旧

井上家住宅設置管理要綱」を定め、施設の効果的・計画的な保存活用につなげる。また、

大型バスが駐車可能な駐車場を活かし、布佐地区の回遊の要として観光案内機能や休憩ス

ペースを設けるなどの整備を進める。その際、施設運営にかかわる市民ボランティアガイ

ドの組織構築、統括する職員の配置を検討する。道路には著名地点標識を設けるほか、駅

から徒歩で来場しやすいよう、周辺施設を含めた誘導板を設置する。

　計画期間を通して、施設の保存整備工事（母屋・旧漉場・新土蔵・駐車場等）を実施し、

展示物を保存・活用するための収蔵場所を整備する。整備後は市民ボランティアガイドに

事業名 保存と活用に関する措置
取り組み

主体

取り組み

への協力

事業計画期間

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目

我孫子遺産展示施設の
整備

我孫子の歴史や文化を網羅し
た博物館・資料館のような展
示施設を整備する

行政

事業名 保存と活用に関する措置
取り組み

主体

取り組み

への協力

事業計画期間

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目

鳥の博物館展示リニュ
ーアル

展示手法等を含めたリニュー
アルを行う

行政

誘導板の設置 来訪者の回遊性を高める 行政
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よる施設案内、企画展示の他に、江戸時代の建物の雰囲気を活かしたイベントを行って、

来訪者を増やしていく。

（２）「まちのものがたり」
　「まちのものがたり」を構成するものとして、県指定文化財である相馬郡衙正倉跡（日

秀西遺跡）をはじめ、我孫子宿、布佐湊、志賀直哉や柳宗悦等白樺派に関する資料、市指

定文化財である志賀直哉邸跡書斎、杉村楚人冠邸や旧村川別荘などがある。このうち、重

点項目として白樺派の活躍を広く周知する目的で建てられた白樺文学館や市指定文化財の

杉村楚人冠記念館・旧村川別荘について、展示リニューアルや施設修繕などを行う。特に

事業名 保存と活用に関する措置
取り組み

主体

取り組み

への協力

事業計画期間

1 年目 2 年目 3 年目4 年目 5 年目 6 年目 7 年目

旧井上家住宅保存活用
計画の作成

旧井上家住宅の更なる活用や
円滑な運営のため、保存活用
計画を作成する

行政 専門家

旧井上家住宅設置管理
要綱の作成

旧井上家住宅の更なる活用の
ために設置管理要綱を作成す
る

行政 専門家

手賀沼周辺の自治体と
の連携

手賀沼干拓に関する展示を充
実させるために近隣自治体と
の連携を強める

行政

旧井上家住宅を布佐地
区をめぐる際の拠点施
設として位置付ける

駐車場を活かして施設に観光
案内機能を持たせ、来訪者の
回遊性を高める

行政
市民
団体

おもてなしの仕組みの
強化

市民ボランティアガイドを組
織し、それを統括する常駐係
員を配置する。また、Wi‐Fi
環境を整える

行政
市民
団体

専門家

展示の強化

名主である井上家とその住
宅、手賀沼干拓と洪水などに
ついての常設展示を母屋内に
設ける

行政 専門家

収蔵施設の整備
展示物を保存・活用するため
の収蔵庫を整備する

行政

井上家資料の整理
井上家資料を整理し、指定化
に取り組む

行政 専門家

旧井上家住宅保存整備
工事と活用

母屋・新土蔵・旧漉場・庭園
と外構の保存整備を実施し、
布佐地区の中核的な施設とし
て活用を図る

行政 専門家

旧井上家住宅を活用し
たイベントの充実

従来行っていたイベントに加
え、江戸時代の建造物の雰囲
気を活かしたイベントや伝統
行事の体験等を充実させる

行政 市民

若い世代の集客強化
若い世代にも楽しめるような
イベント等を企画する

行政
市民
団体
企業

情報発信の強化
SNS や動画配信などを活用
し、情報発信の強化を行う

行政 企業

道路標識・誘導板の設
置

来訪者の回遊性を高める 行政 地域
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白樺文学館を中核施設とし、杉村楚人冠記念館や旧村川別荘と合わせた活用を図り、情報

発信の強化等による来訪者を増やす取り組みを進める。

①古代のまち「相馬郡衙」、江戸時代のまち「我孫子宿」・「布佐湊」
【現状・課題】
　相馬郡衙正倉跡は千葉県立湖北特別支援学校（旧千葉県立湖北高等学校）敷地にあり、

周辺の発掘調査地は宅地造成されて現在は住宅が建っている。このため、現地に赴いた来

訪者が、郡衙の広がりやその意義を知ることができる仕組みが必要である。

　我孫子宿や布佐湊については、かつてのまちを彷彿とさせる商家や陣屋などは残ってお

らず、当時の姿を偲ぶことができるのは石造物、旧家の住宅などであり、数少ない我孫子

遺産を結びつけ、繁栄したまちの姿がわかる施設や仕組みが求められる。

【活用方針・取り組み】
　周辺の公共施設、道路、公園などに来訪者の便宜を図る説明板や誘導板を設置する。設

置に当たっては、AR（拡張現実）機能など、先端技術の活用を積極的に検討する。

②大正時代のまち「文化人の集う別荘地」
【現状・課題】
　志賀直哉邸跡近くにある白樺文学館は、白樺派の資料や作品を多く集めた施設であり、

市内外を問わず来訪者が多いが、設立当初は私設で住居機能を一部備えた文学館だったこ

ともあり、展示スペースや収蔵庫として使用できるスペースが限られている。

　市指定文化財である杉村楚人冠記念館は、離れの「澤の家」や茶室など、整備が十分で

ない施設がある。また、同じく市指定文化財である旧村川別荘と同様、住居空間だったこ

ともあり、資料の収蔵スペースや適切に保存できる収蔵庫がない。両施設とも建物の経年

劣化が進んでおり、修復を行う必要がある。

【活用方針・取り組み】
　市内外を問わず来訪者が多い白樺文学館を「大正時代のまち　文化人の集う別荘地」の

中核施設と位置付け、周辺にある旧村川別荘や杉村楚人冠記念館と併せて活用していく。

事業名 保存と活用に関する措置
取り組み

主体

取り組み

への協力

事業計画期間

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目

案内板・誘導板の設置 来訪者の回遊性を高める 行政 地域

説明板の設置
AR などの先端技術を用いて、
現地に足を運んだ来訪者にわ
かりやすく説明する

行政 地域
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１）白樺文学館
　中核施設として我孫子市域の大正・

昭和の歴史と文化についての常設展示

と白樺派を中心とした企画展示ができ

るようリニューアルを行い、展示スペ

ースの増設や適切な環境で展示物を保

存・活用するために収蔵庫を増設する。

志賀直哉邸跡書斎については、見学日

時の延長・増加を検討し、来訪者のニ

ーズに応えられるようにする。

　また、白樺文学館が中心となり情報

発信や観光客へのPR	を行う。若い世

代の集客を強化するため、「写真撮影スポット」の設置や、魅力アップのためのイベントな

どを企画する。加えて、先端技術を活用するとともに、他の文学館等とタイアップした情報

発信の強化を行う。民間事業者と連携し、ミュージアムグッズの充実や販売場所の拡充を検

討する。

白 樺 文 学 館志賀直哉
邸跡書斎

管理 中核施設

大正時代の「別荘地」のまち

旧 村 川 別 荘

嘉 納 治 五 郎
別 荘 跡 地

市 民 団 体

庁 内ア ビ シ ル ベ
（観 光 案 内 所）

文化・スポーツ課

旧武者小路実篤邸跡
三 樹 荘

図書館・公民館

連 携

私有地のため、
働 き か け

理
管

理
管

保存活動

連 携

杉村楚人冠記念館

図 48　白樺文学館を回遊拠点とした概念図

事業名 保存と活用に関する措置
取り組み

主体

取り組み

への協力

事業計画期間

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目

白樺文学館収蔵庫の設
置（３階）

展示物を保存・活用するため
の収蔵庫を設置する

行政

白樺文学館のリニュー
アル

「まちのものがたり」の中核
施設としてふさわしい展示が
できるよう、展示スペースの
増設等を行う

行政

寄贈資料の指定化への
取り組み

原田京平関係資料、志賀直哉
関係資料（山田家コレクショ
ン）などの市指定化を進める

行政
市民

専門家

展示内容の強化

「まちのものがたり」の中核
施設としてふさわしい内容の
常設展示と企画展示ができる
よう展示内容を強化する

行政

志賀直哉邸跡書斎の活
用

より多くの来訪者に内部を見
てもらえるよう、見学できる
曜日の増加・時間の延長を検
討する

行政
市民
団体

若い世代の集客強化　
若い世代にも楽しめるような
イベント等を企画する。また、
Wi‐Fi 環境を整える

行政
市民
団体
企業

情報発信の強化
SNS や動画配信などを活用
し、情報発信の強化を行う

行政 企業

ミュージアムグッズの
充実

オリジナルグッズを開発する 行政 企業

ミュージアムグッズの
販売場所の拡充

グッズの販売場所を拡充する 行政 企業
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２）杉村楚人冠記念館
　杉村楚人冠記念館の保存・活用の基礎となる「杉村楚人冠記念館保存活用計画」を作成し、
建築基準法の適用除外措置を申請する。母屋は展示施設として設備や内容を強化し、収蔵

庫の整備を検討する。我孫子市に残る最古の別荘である「澤の家」は集会施設として再整

備を行う。併せて施設の耐震補強や防火対策を行う。

３）旧村川別荘
　旧村川別荘の保存・活用の基礎となる「旧村川別荘保存活用計画」を作成する。建築基
準法の適用除外措置を行うため耐震補強や防火対策を行い、展示施設および集会施設とし

て使用できるようにする。展示については、別荘を設けた村川親子の紹介と建物について、

よりわかりやすい常設展示を設ける。

　また、建物や敷地を活かして四季に応じたイベントを継続的に行う。その他、旧村川別

荘では市民ボランティアガイドが常駐し、来訪者に説明を行っているが、市民ボランティ

アガイドを統括する常駐係員を配置し、旧村川別荘だけでなく、別荘を中心とした周辺に

ついても紹介できる仕組みについて検討する。

事業名 保存と活用に関する措置
取り組み

主体

取り組み

への協力

事業計画期間

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目

旧杉村楚人冠邸保存活
用計画の作成

旧杉村楚人冠邸の更なる活用
や円滑な運営のため、保存活
用計画を作成する

行政 専門家

旧杉村楚人冠邸の建築
基準法適用除外措置

旧杉村楚人冠邸の更なる活用
を見据え、建築基準法の適用
除外措置を講じる

行政 専門家

杉村楚人冠資料の収蔵
庫の設置

展示物を保存するための収蔵
庫を設置する

行政

杉村楚人冠関係資料の
指定化への取り組み

目録整理済の資料について、
指定化を進める

行政
市民

専門家

澤の家の整備と活用
我孫子市に現存する最古の別
荘である「澤の家」を整備す
る

行政 専門家

茶室の整備と活用
経年劣化に伴う破損個所を修
復し、安全にイベントが行え
るよう整備を行う

行政 専門家

母屋の展示内容の強化
建物や民具などを活用した常
設の展示内容を強化する

行政

旧杉村楚人冠邸大規模
修理

市指定文化財としての価値を
損なわないよう防災設備の追
加・耐震補強を中心とした大
規模修理を実施し、展示スペ
ースの増設等を行う

行政 専門家

若い世代の集客強化
若い世代にも楽しめるような
イベント等を企画する。また、
Wi‐Fi 環境を整える

行政
市民　
団体
企業

情報発信の強化
SNS や動画配信などを活用
した、情報発信の強化を行う

行政 企業
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（３）「みちのものがたり」
【現状・課題】
　「みち」の脇には石造物などの我孫子遺産があり、それを辿ることで歴史を知ることが

できるが、「みち」は現在でも使用されており、車の往来や交通量が多い場所もある。来

訪者が「みち」を安全に辿ることのできる仕組みが必要である。

【活用方針・取り組み】
　「みち」という性格上、通行と見学の安全に配慮し、道路脇、公園などに説明板、誘導

板を整備する。整備に当たっては、AR（拡張現実）機能など、先端技術の採用を積極的に

検討する。また、散策の利便性や自転車での回遊を促進するため、我孫子遺産近くに駐輪

スポットの設置等を検討する。

事業名 保存と活用に関する措置
取り組み

主体

取り組み

への協力

事業計画期間

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目

説明板の設置
AR などの先端技術を用いて、
現地に足を運んだ来訪者に分
かりやすく説明する

行政 地域

案内板・誘導板の設置
安全に配慮し、適切な位置に
設置して回遊性を高める

行政 地域

駐輪スポットの設置
自転車での回遊を推進するた
め、駐輪スポットの設置をめ
ざす

行政 地域

事業名 保存と活用に関する措置
取り組み

主体

取り組み

への協力

事業計画期間

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目

旧村川別荘の保存活用
計画の作成

旧村川別荘の更なる活用や円
滑に運営を行うため、保存活
用計画を作成する

行政 専門家

旧村川別荘の建築基準
法適用除外措置

旧村川別荘の更なる活用を見
据え、建築基準法の適用除外
措置を講じる

行政 専門家

大規模修理

市指定文化財としての価値を
損なわないよう防災設備の追
加・耐震補強を中心とした大
規模修理を実施し、展示スペ
ースの増設等を行う

行政 専門家

展示の強化
村川堅固・堅太郎親子と建物
についての常設展示を設ける
など、展示の充実を図る

行政

おもてなしの仕組みの
強化

市民ボランティアガイドを統
括する常駐係員を配置する。
また、Wi‐Fi 環境を整える

行政
市民
団体

イベントの充実
建物や季節・伝統行事を活か
したイベントを継続的に実施
する

行政
市民
団体
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（４）「伝承のものがたり」　
【現状・課題】
　伝承は人々の口を介して伝えられるものであり、伝承そのものは形が無いが、ゆかりの

地（神社や塚）、ゆかりの物（仏像、石造物など）が我孫子遺産として残っている。これ

らを結び、「伝承」を通じて我孫子市域の文化に触れることができる仕組みが必要である。

【活用方針・取り組み】
　平将門伝承ゆかりの場所として、観音寺の聖観世音菩薩像・首曲がり地蔵、将門の井戸、

将門神社などに説明板を設置し、案内板の整備を行う。整備に当たっては、AR（拡張現実）

機能など、先端技術の採用を積極的に検討する。

我孫子遺産と「ものがたり」を情報発信する取り組み

　多くの人々に我孫子遺産と「ものがたり」を知ってもらい、体験してもらうためには、

情報発信を工夫し、周辺の自治体や関係機関と連携を強める必要がある。情報発信の手段

や連携先は多様であり、限られた財源を有効に活用するために戦略的に進める必要がある。

（１）「ちょこっトリップ」（マイクロツーリズム）の推進
　我孫子市は手賀沼や白樺派など、唯一無二の

我孫子遺産が存在する、観光的潜在力の高いま

ちである。しかし、我孫子市は東京近郊の住宅

地であるため、宿泊施設が限られる。そのため

「国際観光都市」のような存在をめざすのではな

く、近隣市や都心から短時間で気軽に訪れるこ

とができ、楽しみ、学び、リフレッシュできる

施設や環境の整備に取り組む必要がある。この

ような観光形態はマイクロツーリズムと呼ばれ

ている。我孫子市ではこれを「ちょこっトリップ」

と名付け、それを推進するために推奨する回遊

ルートの設定、おもてなしの仕組みを検討する。

我

孫

子

市

市 民

市民への情報提供に
よって、居住地区外
の我孫子遺産の訪問

近隣市町

近郊都市

近隣市町をターゲットと
し、広報活動を行い我孫
子遺産の訪問を促す

近郊都市にはネットコン
テンツの充実を中心に、
我孫子遺産の訪問を促す

図 49　ちょこっトリップのイメージ図

３

事業名 保存と活用に関する措置
取り組み

主体

取り組み

への協力

事業計画期間

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目

案内板・誘導板の設置 来訪者の回遊性を高める 行政 地域

説明板の設置
AR などの先端技術を用いて、
現地に足を運んだ来訪者にわ
かりやすく説明する

行政 地域
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事業概要 事業の内容
取り組み

主体　

取り組み

への協力

事業計画期間

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目

回遊ルートの設定
「ものがたり」を活用した回
遊ルートを設定し、周知する

行政

庁内関係部署との連携

観光部署と連携し、来訪者の
興味や関心に合わせた情報提
供を行う。また、広報部署と
連携し、市内外への情報発信
を行う

行政

事業概要 事業の内容
取り組み

主体

取り組み

への協力

事業計画期間

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目

わかりやすいホームペ
ージの作成

３６０度カメラや３D などの
先端技術を用いて、我孫子遺
産に興味を持ってもらえるよ
うなホームページを作成する

行政
企業

専門家

資料コンテンツの充実

研究者用のコンテンツとし
て、デジタル化した歴史資料
の公開や、刊行済み報告書の
閲覧等を行えるようにする

行政 専門家

積極的な情報発信

我孫子遺産に関連するイベン
トについて、メディア等を用
いて積極的に情報発信を行
う。その他の市内イベントで、
パンフレットを配置するなど
我孫子遺産の PR を行う

行政
地域
企業

我孫子遺産についての
冊子作成

我孫子遺産について、子ども
から大人まで誰もが楽しめる
冊子を作成する。冊子は日本
語だけでなく、英語や韓国語
など外国語版も作成する

行政 専門家

民間事業者との連携

市内外の事業者に協力を呼び
かけ、情報共有を行うととも
に、我孫子遺産とコラボレー
ションしたオリジナルグッズ
の開発等についても検討する

行政 企業

情報発信手法の検討

情報の発信先を市民のほか、
近隣自治体や都心からの日帰
りの来訪者とし、情報発信の
手法を検討する

行政 企業

庁内関係部署との連携

広報部署と連携し、市内外へ
の情報発信を行う。また、観
光部署と連携し、来訪者の興
味や関心に合わせた情報提供
を行う

行政

（２）情報発信方法の検討
　我孫子遺産について、先端技術を用い、誰もが楽しめるわかりやすいホームページを作

成するとともに、デジタル化した歴史資料や刊行済み報告書の公開など、研究者用コンテ

ンツを充実させる。庁内の広報・商業関係の部署と連携し、市内外へ積極的な情報発信を

効率的に行う方法について検討していく。
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（３）関係が深い自治体や機関、メディアとの連携
　我孫子市に関わる文学や人物（例えば白樺派）、自然を共有する自治体や関係機関（大学、

博物館、美術館等）とは資料の収集や借用、回遊ルートの開発などで連携できる体制を整

える。また新聞や出版社などのメディア、映画や CMなどの映像制作会社等と連携し、我

孫子遺産が活用される仕組みを検討していく。

事業概要 事業の内容
取り組み

主体

取り組み

への協力

事業計画期間

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目

他自治体との連携
他自治体と連携し、回遊ルー
トの開発やイベント開催など
の検討を行う

行政

博物館・美術館等との連
携

資料の収集や借用について、
関係機関と連携する

行政
団体

専門家

メディアやフィルムコ
ミッションとの連携

新聞や出版社、映画や CM 等
の制作会社等と連携し、我孫
子遺産が活用される仕組みを
整える

行政
団体
企業


